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１ 計画の対象地区の範囲                         

本計画の対象範囲は下図の「菅原東校区」とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 基本方針                               

（１） 基本方針（目的） 

本『防災計画』は、大規模な自然災害が起きたときに「何をすればいいの？」と

戸惑わないために、日ごろの準備は何をすればよいのか、災害時にどう行動した

らよいのかを解説し、緊急対応の一助とする目的で作成しました。 

（２） 活動目標 

① 朝の挨拶や日頃から声を掛け合い、災害時には助け合い、支え合う地域をめ

ざします。 

② 防災を「自分ごと」として捉え、「防災意識の強い」地域をめざします。 

 

３ 地区の特性                               

（１） 自然特性 

本校区の自然特性としては、比較的高台に位置し、河川からも一定の距離があり、

脆弱な地盤も少なく、土砂災害などの河川の氾濫による直接的な被害発生は無

いと考えられます。 

また、夏場にはホタルの姿も見られように自然環境は良く、比較的住みやすい地

域となっています。 

（２） 社会特性 

典型的なベッドタウンであり、他の校区と比較しても人口は多く、更に若い世代

の人口も増える傾向にあり、それに応じて乳幼児や小中学生の人口も増えてお

ります。 
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そのような事情から、菅原東小学校では教室不足が生じており、2022 年度はプ

レハブ教室を増設しています。 

他校区は、一般的に人口の減少に伴い生徒数の減少が顕著で、空き教室が増える

傾向にあるようです。 

 

下表は 2024 年 8 月の当校区の人口統計表です。 

年齢 人数 枚方市内の順位 

乳幼児 843 1 位 

小中学生 1,337 1 位 

15～64 歳 7,841 4 位 

65～74 載 1,915 2 位 

75 歳以上 2,210 2 位 

総人口 14,146：2 位（世帯数 5,858：4 位） 

尚、登録されている要支援者数（情報開示を希望された方）は約 160 名です。 

 

（３） 当校区で想定される災害 

① 大地震による家屋倒壊 

生駒断層帯地震の発生確率は今後 30 年で 0.2%とされており、当校区（枚方

全域）では最大震度 6 強が想定されています。更に、未確認の断層もあり、

発生確率はもっと高いという説もあります。 

南海トラフ巨大地震の発生確率は今後 30 年の間で 70％～80％とされてお

り、当校区（枚方市全域）では最大震度 6 弱が想定されています。 

震度 6 強とは、固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが多

く、また、立っていることができず、這わないと動くことができない状態。 

震度 6 弱とは、壁のタイルや窓ガラスが壊れ、ドアが開かなくなる状況も発

生、立っていることが困難な状態をいいます。 

危険なブロック塀等の対策が必要です。 

② 大雨による穂谷川の氾濫による土石流・地すべり 

本校区は丘陵地の比較的高台に位置し、穂谷川が大雨等で氾濫しても、当地

区に直接災害を及ぼすことは考えられません。 

尚、市のハザードマップ上では、長尾台３丁目（京阪バスのロータリー付近）

と長尾東町２丁目（ＪＲの線路ののり面）が土砂災害地域と指定されており

ましたが、既に対策工事が行われておりますので、危険はありません。 

現在ハザードマップ上の削除を申請中です。 

③ 暴風による家屋倒壊 

本校区は、台風等の直撃（最近では 2019 年の台風 21 号時、最大 40m 超）に

よる暴風による被害は発生していません。 

しかし、今後暴風による家屋の被害を想定し、台風接近等の気象情報をこま

めに確認し、早めの家屋設備の固縛或いは家屋の補強等が必要です。 
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（４） 過去の災害事例 

２０１８年６月、大阪北部地震により枚方市は震度６弱を観測しました。 

菅原東校区では屋根瓦が落ちる家屋がありました。 

また、ブロック塀が崩れそうになった場所もありました。 

市は、屋根瓦が落ちた家屋に対して、屋根の仮補修のためにブルーシートを手配

しましたが、市は現場まで搬送することができず、市役所まで取りに行かなけれ

ばならないとのこと。 

その搬送する手段がなかったため、当自主防災会で備品のブルーシートを配布

し、更にブルーシートを張る業者の斡旋を行った経緯がありました。 

上記の他には災害に見舞われたケースは発生していません。 

 

（５） 穂谷川浸水想定 

① 浸水想定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 家屋倒壊（河岸浸食） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【想定浸水深】 
《穂谷川周辺》             

《穂谷川周辺》             
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【凡例】 

【凡例】 

（６） 土砂災害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       土砂災害特別警戒区域（急傾斜） 

        土砂災害警戒区域（急傾斜） 

 

（７） 生駒断層 

 

 

 

生駒断層帯では、断層帯全体が一つの区間として活動し、マグニチュード 7.0～

7.5 程度の地震が発生すると推定されます。その際、断層の近傍の地表面には段

差等が生じ東側が西側に対して相対的に 2−4ｍ程度高まると推定されます。本評

価で得られた地震発生の長期確率には幅がありますが、その最大値をとると、本

断層帯は、今後 30 年の間に地震が発生する可能性が、我が国の主な活断層の中

ではやや高いグループに属することになります。 

 

 

《学研都市線付近》   

本区域は、ＪＲ西日本により「のり面」の土砂災害対策工事は

施行されており、且つ、２週間に１回の目視検査並びに月１回

の安全点検が継続的に実施されているため、大雨等による

災害は原則発生しないと思われる。 

しかしながら、本区域が地形的な条件（傾斜角度が３０度以

上、高さが５ｍ以上）に合致しているため、たとえ安全対策が

施されていたとしても、警戒地域と定義され、土砂災害警戒

区域としての指定が解除されることはない。 

従い、大雨等の警報が出された場合には、避難警報等が出さ

れ、避難所が自動的に開設される。 
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【凡例】 

【凡例】 

（８） 南海トラフ巨大地震 

 

 

南海トラフ巨大地震の発生確率は３０年以内で 70～80％とされています。 

本校区で予想される震度は震度 6 弱（立っていることが困難）であり、全地域が

対象となります。 

 

 

（８） 上町断層 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上町（うえまち）断層帯は、大阪府豊中市から大阪市を経て岸和田市に至る断層

帯です。全体として長さは約４２ｋｍで、ほぼ南北方向に延びており、断層帯の

東側が西側に乗り上げる逆断層です。 

今後３０年の間に地震が発生する可能性が、我が国の主な活断層の中では高い

グループに属し、枚方市の震度は５強～６強と推定されます。 
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（１０） 津波の被害 

将来発生するとされている南海トラフ地震の津波の高さは最大３４ｍと推測さ

れていますが、当校区は、仮に３４ｍの津波が大阪湾に到来したとしても、標高

（海抜：海面からの高さ）から直接被害が発生することはないと考えられます。 

勿論、津波は海抜だけではなく地形にも左右されますが、当校区は内陸部である

こと及び地形的に津波の遡上※が発生することはありません。 

下表は各地区の標高を表したもの。 

地区名 標高（海面からの高さ） 

長尾東町 ７１～９４ｍ 

長尾台 ８２～９７ｍ 

藤阪東町 ６９～９３ｍ 

杉山手 １０７～１０９ｍ 

山田池（参考） ３９ｍ 

上表の通り、この辺の地域では山田池周辺の標高が一番低いのですが、それでも

標高３９ｍあり、想定される３４ｍの津波には影響されないと考えられます。 

但し、これはあくまでも校区における津波による直接的な一次被害のみに言及

したものであり、大阪湾岸地域の津波による施設の被害やそれらの地域との交

通・通信遮断等により発生する二次被害については考慮していません。 

尚、東日本大震災（２０１１年３月）の津波の高さは局所的に津波の遡上が発生

して最高４０ｍを記録したとも言われています。 
※遡上とは津波が坂道や急斜面を駆け上がり、津波本来の高さより遥かに高くなること 
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３ 防災活動体制                             

（１） 菅原東校区自主防災会組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 実動組織である幹事会の構成メンバーは次の通りとする。 

会長１名、地域防災推進員、副会長６名、事務局、単位自治会長又は代表各１名 

各種団体の代表各１名：交通対策協議会、赤十字奉仕団、校区福祉委員会、民生委

員・児童委員会、厚生保護女性会、コミュニティ Jr、体育振興会、防犯協議会、青

少年を守る会、青少年育成指導委員会、枚方公済病院 

尚、各班については、災害に応じて臨機応変に組織を変更することもあります。 

会長 

自主防災会会長 

地域防災推進員 

地域防災推進員、有資格者 

副会長 

５地区自治連合会会長及び代表 

コミュニティ協議会書記 

顧問・相談役 

府会議員・市会議員 

菅原東小学校校長 

杉中学校校長 

コミュニティ協議会相談役・顧問 

幹事 

単位自治会会長及び 

代表各種団体代表 

 

事務局 

情報広報班 消火班 救出救護班 避難誘導班 給食給水班 

５地区代表 

民生児童委員会 

単位自治会班長 枚方公済病院 

赤十字奉仕団 

青少年を守る会 

青少年育成指導委員会 

コミュニティ Jr 

交通対策協議会 

防犯協議会 

単位自治会 

校区福祉委員会 

体育振興会 

更生保護女性会 

５地区自治連合会前会長 

7 



【地区防災計画】 

 

 

（２） 菅原東校区・自主防災会緊急連絡網（2025 年 4 月 1 日現在） 

 

 

  

髙木　茂 090-3405-3899 市役所
市民活動課
危機管理部

841-1221
841-3092 (fax)

枚方公済病院
地域医療連携室

藤村氏
858-8233

施設責任者

菅原東小学校校長 向井　俊文 050-7102-9144

杉中学校校長 岩木　宏樹 050-7102-9240
自治連合会（副会長） 自治会（幹事） 自治連合会（副会長）・自治会（幹事）

コミュニティ会長
自主防災推進員 宮原　保子 080-3777-3389

自主防災会副会長
藤阪東自治連合会 寄川　雄徳 090-1023-5594

自主防災会副会長
長尾東町自治連合会 岡崎　孝俊 090-8537-1560

ハッピータウン
藤阪東町自治会会長 永森　国廣 080-1431-7266 　　　　自治会（幹事）

民生委員・児童委員
校区委員長 山田　和子 072-858-8452

オーベルジュコート
藤阪東町自治会会長 瀬月内　健一 090-3722-3418

長尾松陽台
自治会会長 石村　健志 090-776-6575

体育振興会会長 三宅　政男 072-859-3574
プレミアアリーナ長尾
コミュニティ会長 牧野　文子 090-9981-7091

長尾サニーハイツ
自治会会長 園山　光之 090-3923-0195

菅原東
コミュニテイJr.代表 三宅　政男 072-859-3574

レオグランデ
長尾自治会長 只野　健二郎 080-4947-8856

長尾グリーンポリス
自治会会長 大澤　正樹 090-6821-8571

スポーツ推進員 南川　孝也 090-9163-1029 すみれ台自治会会長 大西　均 072-859-6110

防犯協議会支部長 横川　昌弘 090-3973-6328
自主防災会副会長
菅原東自治連合会 秋山　昭一 090-8483-1314 菅原東自治会 0 0

さくらが丘
自治会会長 仲西　弘一 080-2501-7020

交通対策協議会
支部長 戸田　哲夫 090-9054-6189 涼風台自治会会長 清水　律雅 090-3038-6266

青少年育成
指導委員会会長 原田　正信 090-1021-7277

自主防災会副会長
日生長尾台住宅
自治連合会

鳥生　佳嗣 090-9861-1325
日生長尾台住宅
自治会副会長 本名　和子 072-859-4005

スーペリア長尾
自治会会長 浅井　伸道 090-7118-3517

菅原東小学校PTA会長
青少年を守る会会長 北川　弘毅 090-9864-6983 長尾荘園自治会会長 西山　幸志 072-859-2515

校区子供会会長 舌間　由紀 090-6965-7137
自主防災会副会長
杉山手自治連合会
（フランスハイツ）

登　純一郎 090-8572-1058
若杉
自治会会長 亀井　健之 090-5152-5312

レインボーヒルズ
自治会会長 竹名　重勝 090-5052-2443

長尾台睦自治会会長 国本　千春 090-1908-4699
オーベルジュコート
長尾東自治会会長 宮永　昌俊 090-4767-1588

ラ・ベルデヒルズ
自治会会長 富永　順子 080-1457-8948

リンクロード長尾
自治会会長 齊藤　崇 090-5889-7498

陽ヶ丘自治会会長 松元　奏都 080-8544-7345
長尾東町自治会連合
会直轄地区会長 山田　茂子 090-6558-2038

枚方松陽台
自治会長 石村　健志 090-776-6575

2025年度 菅原東校区・自主防災会　地区緊急連絡網

自主防災会会長
避難所派遣職員

*交代要員
2025年6月1日辞令

青木　達哉
山本　大地
*手嶋　裕彦
*北本　旬

080-2443-3306
080-6217-0021
090-4282-4561
090-5095-5014

日
生
長
尾
台

杉
山
手

長
尾
東

菅
原
東

藤
阪
東

各
種
団
体
（
幹
事
）
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４ 平常時の活動                             

（１） 意識啓発活動 

① 自己啓発 

まずご自身の身の安全を確保し、次の行動を起こせるよう、日ごろからイ

メージを持つことが大切です。 

また、この「防災計画」を少なくとも月に１回程度は読んでください。 

特に、『6.参考資料』は役に立つ情報です。内容は以下の通り。 

☆ 災害情報の入手 

☆ いざというときの連絡先 

☆ 地震発生時の命を守る１０ポイント 

☆ ご自宅の安全点検 

☆ 避難指示で必ず避難 

☆ 非常持ち出し品など日頃からの準備が必要です 

☆ 在宅避難のすすめ 

☆ 非常用トイレの作り方 

② 活動を通じての啓発活動 

a. 防災訓練の実施 

少なくとも各自治会独自で年１回、自主防災会を含めた合同訓練を行

います。 

防災訓練を実施し、検証・見直しを行い、意識啓発を行います。 

b. その他に意識啓発のイベントを年１回程度計画・実施します。 

（２） 平常時の活動 

① 家庭内で 

a. ご家族で、いざという時に「誰が」、「何を」するのか、災害が発生した

時の役割分担について話し合うことも大切です。 

■ 内に誰が担当するか記入してください。 

事前の役割 発災時の役割 

非常持出品の定期点検  地震時の避難口の確保  

家の危険個所のチェック  避難時の火元確認  

 非常持出品の用意  

 初期消火  
 

b. 家の危険箇所をチェック 

家の内外の危険箇所を確認しましょう。 

家具が転倒するかもしれないような危ない箇所については、事前に対策

を実施します。 

尚、地震に対するご自宅の安全点検については、『6.参考情報-(4)ご自

宅の安全点検』をご参照ください。 
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c. 発災時の行動 

・ 自らの安全を確保する。 

・ 家族等の安否を確認する。 

・ 屋内にいる場合には必ず火元を消す。 

・ 家族と連絡を取り合う。 

・ 隣近所と連絡を取り合う。 

・ 集合場所（自治会で指定されている一時招集場所）を確認する。 

 

② 各自治会で 

a. 避難行動の確認 

災害種別や警報、避難情報の度合（高齢者等避難、避難指示）によっ

て、どの様な動きをするか、細かくシミュレーションすることが重要

です。 

例：情報収集・共有・伝達・連絡体制の整備、状況把握（見回り・住

民の所在確認等）、避難判断・避難行動…など 

b. 防災訓練 

上記のシミュレーションのために、防災訓練を行うことが大切です。 

特に、連絡体制、安否確認、要支援者の避難所への移送…等。 

c. 「避難者名簿記入用紙」の更新 

この用紙は避難者に関するデータ収集のために、最終的に危機管理室に

提出するものです。避難所に集まってから作成していては避難所開設時

に大変な混乱が生じると予想されるため、あらかじめ各家庭で作成し、

緊急避難グッズと一緒に所持しておき、招集場所で自治会長に提出して

ください。 

各自治会は、内容に変更があるかどうかを確認し、変更ある場合は更新

するよう指導してください。 

後述『5.災害時の活動(7)』を参照してください。 
 

③ 自主防災会で 

a. 啓発活動 

啓発活動のイベントを計画・実施します。 

b. 防災訓練 

以下の習熟訓練を計画・実施します。 

・ 集合・施設開錠 

・ 避難所開設の段取り・連絡シミュレーション 

・ 避難所開設の役割担当、担当者の行動シミュレーション 

・ 避難所運営のシミュレーション 
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c. 防災資機材 

・ 倉庫内の整理 

出し入れが容易なように、収納物を整理整頓する。 

尚、余裕のある十分なスペースを確保する。（詰め込まない） 

・ 装備品の管理 

定期的に機能を確認し、必要であれば新替えも検討する。 

また、期限のある物品（備蓄品や電池等）については期限管理を行い、

廃棄や品替え等の適切な処置を行う。 

防災計画及び各種マニュアル類の検証及び見直し 

 

この防災計画及び各種マニュアル類は機会あるごとに内容を検証し、見

直すことが重要です。 

改訂が行われた場合、自主防災会にて、改訂番号、改訂理由、改訂箇所

等を記録し、改訂番号に反映させます。 

改訂が多いということは、より良きものになっているということだとご

理解ください。 

 

（３） 発災直前の活動 

本「防災計画」の『6.参考情報-(1)災害情報』の入手方法を参照し、気象情

報等をこまめに確認してください。 

① 暴風雨時 

自治会長は、何かあれば躊躇なく連絡体制が活用できるよう、事前に会員

に連絡手順を伝えておくことが大切です。 

② 土砂災害、水害時 

懸念される土砂災害等は穂谷川水域付近で発生する恐れがありますが、当

区域ではそのような場所から距離的に離れているため直接的な被害は出な

いと推測されています。 

状況確認のためにわざわざ危険と思われる場所に近づくことのないよう、

ご注意ください。 
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５ 災害時の活動                               

 

【大災害が発生した場合にまずやること】 

災害時にはまず自身の身を守ることが大切です。 

枚方市からの「地震発生時の命を守る１０ポイント」※などをご参照願います。 
※巻末【付録１】ご参照。 

 

（１） 自身のやること 

① ラジオ・テレビ、市役所、大阪府、国土交通省、気象庁などのホームページ

からできる限り情報入手してください。 

② 家族の安否を確認してください。 

③ 家屋内にいない人については、連絡を取ってください。 

 連絡が取れない場合は災害用伝言ダイヤル１７１を使用してください。 

伝言を吹き込む  １７１－１－自宅の電話番号 

伝言を聞く     １７１－２－自宅の電話番号 

或いは災害用伝言版 Web171 をご利用ください。 

https://www.ntt-west.co.jp/dengon/web171/ 

https://www.web171.jp/ 

尚、菅原東校区以外で災害が発生し、確認先の情報を知りたい場合は自宅電

話番号の代わりに相手先の電話番号（市外局番から）を入れます。 

④ 隣人の安否確認をしてください。 

自身の家族及び隣人の安否確認について、班長に連絡を入れてください。 

⑤ 避難が必要かどうかを判断します。避難行動については自治会長から（或い

は班長から）の情報及び連絡を待ちます。 

避難所は『菅原東小学校』です。自治会長の誘導に従って、皆さん一緒に避

難所へ向かいます。 

尚、現在は「避難勧告」はありません。 

【付録２】「避難指示で必ず避難」を参照。 

また、事情により在宅避難或いは車中泊避難も検討できます。 

【付録３】「在宅避難のすすめ」を参照。 

⑥ 避難する時の携行品の確認をしてください。 

【付録４】「非常持ち出し品など日頃からの準備が必要です」を参照。 

（２） 各自治会の行動 

① 自治会員への通報 

自主防災会からの連絡により現状及び避難所開設の有無等の情報を入手し、

会員及び非会員に通報する。 
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② 会員及び非会員の招集場所及び避難経路の安全確認 

③ 会員及び非会員の安否確認 

④ 自主防災会との連絡（現状報告及び避難所開設の有無等） 

⑤ 避難者の確認（避難者名簿の回収、集計） 

⑥ 非避難者への対応 

⑦ 要支援者の対応（情報公開を希望していない要支援者への対応を含む） 

⑧ 避難者の誘導 

⑨ 避難途中の被災場所の写真撮影及び情報収集

（３） 自主防災会 

① 市役所（避難所派遣職員）との連絡 

② 避難の開設の要否の確認 

③ 各自治会及び民生員（福祉委員会）との連絡 

④ 避難所開設スタッフの招集 

⑤ 避難所受付業務の準備 

・ 避難者の確認（要支援者を含む）、記録 

・ 避難経路の被災状況を市へ報告 

・ 避難所開設のための資材調達の段取りを市役所（避難所派遣職員）と協議 

 

（４） 避難所開設のフロー 

 

 

 

 

 

１ 市役所（避難所派遣職員）との連絡（現状報告、資材調達） 

菅原東校区で避難所開設に必要な資材及び水、急場の食糧の確保に関する連絡。 

また、搬送路の安全確保。 

２ スタッフへの連絡・招集 

緊急連絡網ご参照、役割分担の通知。 

３ 菅原東小学校の施設開錠・建物診断 

４ 避難所の開設 

５ 避難者の受け入れ及び避難者の名簿（含要支援者）作成 
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（５） 避難所レイアウト 
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避難者は一旦校庭の集合待機場所に集まり、点呼等を行います。雨天の場合は適宜教室への受入れを実施します。 

避難所の運営状況により、教室の使用、及び運動場では仮設トイレ、テント、給水場、駐車場、駐輪場、ペット飼育場、ごみ集積場等の配

置を検討します。 

また、ライフラインの状況によっては運動場で炊き出し等を行うことも検討します。 

運動場レイアウト 
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（６） 避難所開設後の検討事項 

① 避難所運営委員会が組織され、管理、救護、食料、資材などの部署の役割

分担が決定され、それぞれの部署の担当者が選任されます。 

② 避難所運営委員会では、避難所での生活ルール等を決め、避難所開設期間

を推測します。 

③ 上記の推測された期間に見合う、水、食料の確保を検討し、必要があれば

補充の手配を行います。 

④ 長期生活に対していろいろな問題点が発生すると予想されるので、それら

の解決をするよう避難所運営委員会で協議し、問題点を是正します。 

また、必要と判断された場合には担当者の再編成を行います 

 

（７） 各自治会の避難者名簿記入用紙（世帯単位） 

【図１】は避難者が世帯単位で作成する書類です。 

防災グッズの中に入れて、避難する時に自治会担当者に提出してください。 

家族の中で不在者がいるとか、誰かが怪我をしているような場合、その旨を記

入して提出してください。 

 

（８） 復旧・復興期の活動 

復旧・復興期とは、発災後３日～１週間程度の時期においては、避難者が避難

所での仕組みや規則に従った日常性を確立する時期のことです。 

菅原東校区避難所開設・運営マニュアルに基づき、運営管理の継続的な検証・

見直しを行います。 

避難所生活で発生する苦情処理、炊き出し、支援物資の確保・運搬、衛生管

理、プライバシー、情報収集・情報開示等に関して不具合の洗い出しを行い、

それを是正し、ニーズに合わせて臨機応変に当初の開設・運営のシステムの変

更を検討しなければなりません。 
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避難者名簿記入用紙

世帯全員を記入し、避難所の受付に提出してください

受付記入欄（受付番号）： 避難所名：菅原東小学校

入所年月日 年 月 日

氏名 フリガナ 性別 年齢 避難・在宅の別 世帯主のみ✔ 続柄 配慮※ アレルギー/その他

１． 避 ・ 在

２． 避 ・ 在

３． 避 ・ 在

４． 避 ・ 在

５． 避 ・ 在

６． 避 ・ 在

７． 避 ・ 在

８． 避 ・ 在

９． 避 ・ 在

１０. 避 ・ 在

１１． 避 ・ 在

避難者数： 名　（男　　　　名、女　　　　名） 在宅者数： 名

住所：　〒

携帯電話： 自治会名：

避難の理由 □全壊　　　　　　　　　□一部損壊（居住不可）　　　□一部損壊（居住可）

□帰宅困難者

□上記以外で避難所を利用する理由：

同伴ペット 種類 匹数 その他特記事項

□　あり

□　なし

その他、避難所で協力できる内容や特別な要望等を記入願います

複数✔可

損壊状況は推定で可

※配慮欄：避難した家族の中に、医療や福祉的なケアが必要な方がいる場合は〇をしてください。
　また、裏面シートの該当する区分に〇をしてください。複数名いる場合は、記号を分けて記載してください。
　（例）〇、□、△など。

図１（表） 
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受付番号：

避難所名：菅原東小学校

区分 普段の状態

・発熱 ・酸素

・下痢 ・吸引

・嘔吐 ・透析

・出血 ・人工呼吸器

・打撲・外傷・骨折 ・その他（　　　　　　）

・その他（　　　　　　　　　）

日常生活に全介助が ・食事、排せつ、 ・胃ろう

必要 移動が一人でできない ・寝たきり

・その他（　　　　　　　） ・その他（　　　　　　）

日常生活に一部介助 ・食事、排せつ、移動の一部に

や見守りが必要 介助が必要

（医療処置不要） （要介護認定　　　　　　　）

・何らかの障害がある

（身体障害、視聴覚障害、

知的障害、発達障害、

認知症　など）

・産前・産後・授乳中

・３歳未満児とその親

・その他（　　　　　　　　）

自立 ・健康、歩行可能、介助不要 ・高齢者

（追加の支援は不要） 常に身近な支援者の援助がある ・妊婦

・その他（　　　　　　　　） ・アレルギー

・喘息

・その他（　　　　　　）

※この用紙に記入いただく情報については、本人の健康に関する支援等を行うため

災害対策本部と情報を共有しますが、それ以外には使用致しません。

Ｄ

現在の状態

Ａ 治療が必要

Ｂ

Ｃ

◎表面の「配慮※１」欄で○をした方のみ記載してください。
①現在の状態などから区分A・B・C・Dのうちいずれかに○をしてください。
（複数当てはまる場合は、Aから優先で〇をしてください。）

②現在の状態、普段の状態に当てはまるものに○及び記載をしてください。

裏 面

図１（裏） 
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６ 参考情報                                

（１） 災害情報の入手方法 
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（２） いざという時の連絡先
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（３） 地震発生時の命を守る１０ポイント 

 

枚方市からの「地震発生時の命を守る１０ポイント」 
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（４） ご自宅の安全点検 
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（５） 避難指示で必ず避難 
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（６） 非常持ち出し品など日ごろからの準備が必要です。 

 

非常持ち出し品など日頃からの準備が必要です 

 

非常持ち出し品は、避難するときに持ち出すものです。リュックがあると便利です。備蓄品

は、災害発生から最低３日分、できれば１週間分を準備しておきましょう。 

非常持ち出し品（例）  
リュックなど両手が使える袋に、運べるだけの必要最低限のものを入れましょう。 

貴重品 

□運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなど □現金（小銭を含む） 

□印鑑 □通帳 

医療品類 

□お薬手帳 □体温計 

□常備薬 □消毒液 

□マスク  

避難用具 

□懐中電灯 □予備の乾電池 

□携帯ラジオ □携帯電話・充電器 

非常食品 

□乾パン □アメ・チョコレート 

□缶詰 □飲料水 

□栄養補助食品  

その他 

□タオル □毛布 □スリッパ 

□ティッシュ □下着・靴下 □携帯用カイロ 

□ウェットティッシュ □長袖・長ズボン □生理用品 

□厚手の手袋 □防寒着・雨具 □避難者名簿記入用紙※ 
※本計画書の 5-(7)及び図１をご参照ください 

ローリングストックのすすめ 

 
備蓄用の食料品や飲料水にも賞味期限があります。気付い

たら期限切れ、といった事態を防ぐためには購入・保存、

日常生活で消費して、必要量が欠けないよう必ず補充する

“ローリングストック方式”をとるようにしましょう。 
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（７） 在宅避難のすすめ 

 

在宅避難のすすめ 

 

在宅避難 
発災後、自宅の安全が確保できれば在宅避難を選択しましょう 

 

避難所では共同生活のため、プライバシーを守ることが難しく、居住スペースにも限界があ

り、人によってはストレスなどで体調を崩してしまうこともあります。 

そこで、身体の安全・自宅の安全が確認された方については、自宅非難をしていても、支援

物資の配布を避難所で受けることができますが、事前に自宅でも備品を備えておきましょう。 

また、余震による家具の転倒など、二次被害に注意してください。 

 

車中泊避難 
在宅避難と同じように車中泊避難というものがあります。 

以下に車中泊のメリット・デメリットを列挙します。 

車中泊のメリット 車中泊のデメリット 

テントがなくても雨風をしのげる エコノミークラス症候群にかかるリスクがある 

鍵がかけられるので防犯的には安全 車内が冷えて、体調を崩すことがある 

いつも使っている車なので気軽 車種によっては室内が窮屈 

ある程度のプライバシーを保てる 寝床が水平でないと眠りづらい 

諸事情で避難所に行きにくい人にも便利 トイレがない 

ペットと一緒にいられる ペットが車内で事故を起こす恐れがある 

車から充電でき、電化製品も使える 長期間の避難には適さない 

特別な準備をしなくても急場をしのげる 車中泊で避難する前の備え 

いつでも避難場所から移動できる  

上記のメリット・デメリットを考慮して、必要な物を準備しておく必要があります。 

 

在宅避難或いは車中泊避難を選択される方は、安否確認のため、また、避難所での食料や水

の配給のため、必ず自治会長に連絡してください。 
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【地区防災計画】 
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（８） 非常用トイレの作り方 

 

非常用トイレの作り方 

 

災害時は水洗トイレが使用できなるなりますので、以下非常用トイレの作り方をご参照くだ

さい。 
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